
２月１６日（第３例会） 
 

１. ソング 
  （クラブソング） 

 

２.ビジター紹介 

   な  し 

 

３.出席率報告 

会員数 24（23）名 出席 16（16）名 

出席率 66.66％  前々回補正 79.16％ 

 

４.前々回補正（２／２） 

   柄谷会員 
 

５．会長の時間 

   皆さん こんにちは！ 

   本日の最高気温は 11℃で、先週末から 5℃以上

寒くなっています。全国的には 10℃以上寒く 

なっている地域もありますし、尼崎も午後から

5m以上の風が吹くので体感気温は気温以上に 

寒く感じると思います。そして今週は 1日の 

寒暖差が大きい日もありますので、風邪など 

召しませんようにご注意ください。さて、本日

は年次有給休暇についてお話したいと思います

会員の皆さんは経営者や管理職の方ですのでよ

くご存知だと思いますが、まず日本の年次有給

休暇制度について確認したいと思います。 

日本の年次有給休暇は、6ヶ月継続勤務し 

 

 

 

 全労働日の 8 割以上出勤した場合、10 日付与されま

す。その後、勤続年数に応じて増え 6年 6ヶ月以上で

最大で年 20 日となります。付与日から 2 年間で時効

消滅するため、使い切れなかった分は 1年間のみ翌年

に繰り越せ最大 40 日となります。 2019 年 4 月より

年 10 日以上の有休が付与される労働者に対し、企業

は年 5日を確実に取得させることが義務付けられて 

います。実際の取得率を厚労省の 2025 年の就労条件

総合調査で見てみると、2021年まで 40〜50%台だった

年休取得率は近年上昇し、2024年は 66.9%となって 

います。ただ、国際的に見た場合、米旅行予約サイト

大手のエクスペディアが 11 カ国・地域を対象に 2023

年の取得率を比較した調査では 63%で最下位でした。

取得しない理由として、厚労省の 2024 年度の意識調

査では「急な用事のために残しておく必要がある」

（45.6%）、「病気やけがに備えて残しておきたい」

（43.3%）が多数でした。また、早稲田大学の水町勇一

郎教授は「日本は労働者に時季指定権があり好きなと

きに休めるはずが、周囲の目を気にするジレンマが 

ある」と、日本の労働文化も背景にあると指摘して 

います。また近年、厚生労働省は特別休暇の啓発に力

を入れています。特別休暇は、年次有給休暇や育児休

業など法律で定められた休暇・休業などの法定休暇と

は別に、企業が就業規則などで定める法定外休暇で、

労使による話し合いなどを通じて目的や取得形態、有

給・無給などを自由に設定できます。病気休暇や 
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「尼崎と醤油」  

担当：川田会員  
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「 2026-2027 年度の IM に向けて」  

担当：水谷会員  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア休暇、裁判員休暇などが代表例で、 

多くの企業が設けている慶弔休暇や夏季休暇なども

特別休暇にあたります。年次有給休暇の取得率が 

上がらないのに休暇制度を増やすのも何ともチグハ

グな感じもしますが、特別休暇を提言してきた東京

大学の佐藤博樹名誉教授は「年休はリフレッシュし

て労働意欲や効率を高めることが目的だ。別の目的

の休暇を設定することで、残さず使えるようにする

ことが大切だ」と説明していたり、労働法に詳しい

阿部次郎弁護士は「休暇を取りやすい職場は生産性

が高い傾向にある。日本は個人の判断による休暇取

得をためらう人も多いため、国や会社の制度で主導

することが有用だ」と話しています。実際に就活生

へのアンケートで、仕事選びで重視するポイントと

して 「人間関係の良さ」（66.3%）に次いで、 

「ワークライフバランス（休日・残業時間）」

（60.4%）が上位ですし、有給取得率についても休日

数と同じかそれ以上に有給がどれくらい取れるかも

重視されています。また、20代の求職者は、年間を

通してしっかり休みが取れることを理想としていま

す。もちろん、何事においても権利と義務だと思い

ますので、企業としては求職者に選ばれる会社とし

ての企業風土・組織・制度を具現化すること、求職

者は会社に貢献できる人材で無ければ採用されない

事を自覚して自分を磨く事が大切だと思います。

我々尼崎ロータリークラブも、入会したいと思われ

るクラブづくりを、一歩ずつ実践していく事が大切

だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.幹事報告 

  ○特になし 

 

７.委員会報告 

  ○特になし 

 

８.SAA報告 
      ジョイフルＢＯＸ       

＊本日の職場訪問よろしくお願いします 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥伊口、小林会員 

＊法田さん、あべのハルカス見学、期待しております 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥水谷会員 

＊近藤さん、本日はスピーチありがとうございます。 

 ご子息近藤さん、いつもありがとうございます。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥池田会員 

＊森實さんと吉田さんに大切なお願いを聞きいれて 

 頂きました。ありがとうございます！！ 

 とても嬉しいです 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥福本会員 

 

本日の合計  5,000円 

     

 

９.スピーチ 

  「アメリカに行ってみたい。1960年頃の思い」 

              担当：近藤会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．本日の欠席 

柄谷、藤原、石塚、長村、中島、西良、髙岡、 

武田、各会員 

 

１１．本日の回覧 

    ○特になし 

 


